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1製 造物 責任制度に関する近年の動向

1提 言にいたる経緯

1991年9月30日 、国民生活審議会消費者政

策部会(以 下生活審)で の製造物責任(PL

:ProductLiabirity)制 度導入 に関す る中間

報告案が明 らかにされた。同制度を実施ある

いは実施予定の国が20力 国に上るうえに、ブ

ラジルや中国などの途上国でもPL制 度が実

施(予 定)さ れることか ら、経済企画庁では

立法化に積極的な姿勢 をとっていたが('91.

7.7付 、毎 日新聞)、 中間報告では時期尚

早であるという理由で先送 りになった。途上

国が実施するから日本も(経 済企画庁)と い

う自主性のなさもさることなが ら、通産省 を

は'じめ として、産業界の強い反発が法制度の

先送 りにつながったといえる。その主たる理

由は、制度 の導入によって企業を相手取った

訴訟が乱発 し、企業の製品開発意欲が停滞す

るというものである。訴訟の乱発は、アメリ

カでの実態 を念頭においたものであるが、同

じ制度が導入 されているEC諸 国などではこ

うした問題 は起 こっていない。また、輸出を

中心 とした日本の場合、輸出製品は当然輸出

先での法律 の適用 を受けることとな り、PL

制度からまった く無関係でいられるわけでは

ない。輸出製品はPL仕 様で、しか し国内向け

製品はそうした考慮なしで出荷されることに

なる。 こうした二重基準(doublestandards)

は、通常、先進国が途上国に対 しておこなう

方法であり、考えようによっては日本の消費

者の意識が途上国並であるということにほか

ならない。
'92年6月12日

、臨時行政改革推進審議会

(第三次行革審)「 豊かなくらし」部会が、消

費者重視の立場からPL制 度の導入 を積極的

に提言 した。PL制 度の導入が世界 的趨勢で

あることや消費者保護を考えればごく当然の

ことであ り、近い将来導入せ ざるを得ない状

況に追い込まれることは目にみえている。し

か も、実際 に日本の企業がアメリカでPL訴

訟の対象となってもいる。たとえば、昭和電

工が、健康食品 として製造 ・販売 した必須ア

ミノ酸 の一種 「レ トリプ トファン」 を摂取

したために、アメリカでは健康障害を起こし

た患者が1500人 にも達 してお り、およそ1000

件 ものPL訴 訟が起 こっている。この結果、

昭和電工は'91年12月 期決算で199億 円もの損

失 を計上 し、無配に転落している。また、自

動車や家電製品 も多 くのPL訴 訟 を抱えてい

るといわれている。こうした理由からして も、

日本の企業にとってPL制 度 は決 して無縁な

ものではない。輸出を主体 とする経済構造の
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中で、本来なら産業界はPL制 度の導入に積

極的に対応 しなければならないのに、前出、

生活審での中間報告は産業界の意向が強 く反

映 された形 となっていた。'92年10.月19日 、

同審議会消費者政策部会は 厂結論を1年 見送

る」 という報告 をまとめた。制度的にはEC

方式の導入を目指 しなが らも結論は1年 先送

りにするというもので、中間報告 と同じく、

産業界の消極的姿勢 をそのまま受け入れた形

となっている。
'93年7月

、米 国スバ ルは、小型 トラック

の荷台に取 り付けられた後向き座席の安全テ

ス トと座席利用に関する注意の喚起を怠 り、

トラックが溝に落ちた際、同乗者が荷台から

振 り落 とされ、脳障害や左腕 を失 う事故に

あったとして5千 万 ドルの賠償訴訟を起 こさ

れている。
'93年10月 、政府 は、'95年 度実施を目指 し

てPL制 度を法制化 ・導入する方針 を発表、

11月 には産業構造審議会総合製品安全部会

(以下産業審)が 答 申の中でPL制 度の導入

を提唱 し、時を同 じくして、中央薬事審議会

が、医薬品 ・化粧品もPL制 度の対象 とする

事 を求め、また、厚生 ・農林水産 ・建設 ・運

輸省など各省 もPL制 度導入に前向きの姿勢

を見せている。こうした中で先送 りされてい

た国民生活審議会の報告 と、法制審議会民法

部会財産小委員会がPL制 度の導入を提言 し

た。

豆 提言 の問題点

PL制 度の導入が提言されたことに対 して、

当然のことなが ら、その評価が分かれている。

産業界 と深い関係を持つ通産省は、従来の状

況か らすれば前進であると考えているが、し

か し一方で、消費者団体や日本弁護士連合会

(以下 日弁連)な どは企業寄 りな提言 として

強 く批判 している。たとえば 日弁連は、「民

法での救済 より後退」 してお り、「無いほう

がまし」 とまで言いきった。内容以前の問題

として、'91年 に生活審で1年 先送 りされた

主な原因は、産業界からの強い反対によるも

のであった。1年 後の導入の提言も、当然産

業界の意向が強 く反映され、企業側に有利な

制度が導入される方向にある。今回の提言は、

PL制 度の 目的が何であるのかを考えること

な く、時流だからと形だけ導入 しようとする

行政の消極的姿勢 と産業界べの配慮か ら行わ

れていると言わざるを得ない。

1推 定規定

問題の第1は 、推定規定(製 品の欠陥の有

無の証明を製品製造メーカーに全面的に負わ

せ る)を 排除している点である。今 日の民法

上の規定からすれば、被害者が被害を被 った

場合は、欠陥と損害との関係 を被害者が 自ら

証明 して、損害賠償の請求を しなければなら

ない。被害者の証明の負担は重 く、かつ今 日

のように科学技術の進歩によって製品が複雑

化、高度化 した状況の中では、被害者の側 に

メーカー以上の立証能力があるとはとても思

われない。 また、発火事故のように製品が焼

失 した場合、どの部分に欠陥があったかを特

定することは不可能に近い。それ故に、被害

者の立証負担 を軽減 し、被害者が容易に損害

賠償の請求をで きる様 にすることが、PL法

の1つ の目的であり、PL制 度が消費者保護

の立場 に立つならば、当然規定に盛 り込 まれ

なければならないものであった。推定規定が

排除されたことは、この法律が消費者のため

の ものではなく、世界的なPL制 度導入の時

流の中で、形式的な導入によって法的整備を

整えようとする行政側の姿勢を表 したものに

ほかならない。

2欠 陥概念

第2は 、「欠陥」の定義 についてである。
一口に欠陥といっても、その意味す るところ

は多様である。多 くの製造物責任法の試案の

中で何 をもって欠陥とするかは大 きな論点に

もなっている。現在の多 くの判例 は、民法

709条 を土台 として、過失があった場合 にそ
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の過失責任 を問 うのが通説である。709条 は

過失を 「被害の発生が予見できたにもかかわ

らず、その被害の発生 を回避すべ き義務に違

反 して結果 を発生させること」 と定義 してい

るが、このことは予見可能性 に基づいた結果

の回避義務違反を意味 している。 また、欠陥

と同様 の もの として民法上 の瑕疵 の概念

(717条)が あるが、瑕疵は、その範囲におい

て欠陥の概念 と少 し異なっている。たとえば

瑕疵が、土地工作物 も対象 としてその品質を

問題 とするのに対 して、欠陥は通常の使用に

おいて当然備わるべ き安全性 を示 している。

しかし、欠陥の発生の時期、無過失責任、当

然備わるべ き安全性とはどの程度をいうのか

など論点は多い。

今回の答 申(生 活審)で は、製品の出荷時

(産業審答 申)で はな く、被害の発生時での

欠陥証明によって賠償請求をすることが可能

になった。流通経路が複雑化 している今 日、

消費者が出荷時点まで遡って欠陥を証明する

ことは実際的に困難であ り、そうした意味で

は、生活審の答申は産業審答申よりは消費者

よりであるといえる。ただし、出荷時の予測

で きない欠陥への責任を回避するために開発

危険の抗弁 を設けることによって、生活審答

申はメーカーの立場 も保護 している。

3開 発危険の抗弁

「開発危険の抗弁」 とは、既存の製品や高

度な科学技術を用いて開発された製品で、開

発 ・出荷当時には予測されなかった欠陥が、

科学技術水準が向上することによって、新た

に欠陥が予測されるようになった場合、メー

カーは、出荷時点での科学技術水準では欠陥

の予見が不可能であったことを立証すれば免

責になることを指 している。医薬品や新製品

開発などい くつかの製品は、開発にともなう

危険性が常 につ きまとう存在であ り、開発危

険の抗 弁が どの ような形で認め られるかは

メーカーにとって重要な問題 となる。予測の

困難な欠陥 にも責任を負わせると、メーカー

は製品の開発意欲をな くし、技術革新が停滞

するなど消費者にも影響 を与えることとなり、

また製造者 に負担能力以上の賠償義務を課す

と、被害者の救済に支障をきたす可能性 もあ

ることからメーカーを保護する必要があった

ものと思われる。生活審の答申では、開発危

険の抗弁を認める代わりに、免責の基準とな

る予見可能性の判断は、平均的な水準ではな

く入手可能な最高の科学 ・技術知識の水準 と

し、開発当時の国内外で発表 された研究の全

てをその対象とすることによって寸企業寄 り

といわれるPL制 度への批判をかわそ うとし

ている。 しかし、開発危険の抗弁を認めるこ

とは、基本的には、被害 を被 った場合 にメー

カーが欠陥の予見がで きなければ免責にな り、

PL制 度の基本的精神である製品に欠陥があ

ればメーカーに過失がなくとも賠償請求でき

ることと相入れない ものがある。また、メー

カーが開発過程で保有 している製品情報の開

示義務や公開請求についても答申では触れら

れ ていない。消費者にとっては被害を被 った

事実に基づいて請求で きることが望まれるが、

PL制 度が誰 に、何のために制定 されるのか

をいま一度顧みる必要があるのではないだろ

うか。

11消 費者法の基本視角

マーケテ ィングの分野や経営戦略の領域で、

消費者ニーズが強調 されるようになって久 し

い。企業が消費者の動向を無視 しえなくなっ

た結果 ともいえるが、この場合の消費者ニー

ズ とは、ただ単純に消費者の欲求を取 り込ん

で新 しい製品開発に生かそうという受動的な

意味合いと、ニーズを先取 りすることによっ

て積極的に商品の需要を喚起 しようとする能

動的な意味合いとを持 っているにすぎない。

いずれにして も、企業が消費者に商品を売る

ことによって売上をのば し、利益 を出すため

の一方便にすぎないといえなくもない。資本

主義経済の中では、こうした利得行為そのも
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のは決 して否定されるものではないが、いわ

ゆる消費者ニーズという言葉は、あくまでも

生産者側が優位にあることを前提 として作 り

出された言葉であることに変わりはない。元

来、企業の使命は社会的な有用物の生産であ

り、そのために存在意義 を持ちえているので

あるが、今 日ではこうした社会的存在である

ことが忘れ去られ、ほとんど独立 した利潤追

求体として存在 している。従来の経営学は、

こうした生産者の論理により発想 され、成立

してきたものであった。

ここで取 り上げるPL制 度は、従来のよう

な生産者の論理によってはとうてい理解 しえ

ない範躊であ り、消費者保護を目的として、

消費者の論理によって考慮されるべ きもので

ある。

1消 費者の定義

消費者 とは何か、消費者を一定の枠の中で

定義づけるのは非常に難 しいといわれている。

これまでの法体系の中で も消費者 という存在

は認知 されたものではな く、 したがって消費

者という視点が欠落しているといわざるを得

ない。法的な範躊 としては、大 まかに 厂商品

またはサービスを対価 を払って使用 ・消費 ・

享受す る もの」 と定義 されてい るにす ぎな

い(*1)。 しかし、マーケティングの領域では

購買 し、消費す るものは老若男女を問わず全

てが消費者であ り、消費者たる資格は問題 と

ならない。 しかも、今 日の消費者保護の社会

的高 まりの中では、様 々な形で消費者保護法

が施行 されてお り、理念 よりも実態が先行す

る形で、法的にも消費者 という存在を認知せ

ざるを得な くなっている。

2「 消費者の4つ の権利」

消費者問題が、社会的市民権を得るように

なったのは、1962年 のケネディ大統領の 「消

費者の4っ の権利」によるところが大 きい。

特に 「安全 を求める権利」は、消費者が健康

や生命に対する危険から保護されるべ き権利

であ り、製造物の安全性 を考える上で基本的

な権利 となっている。4つ の権利は抽象的、

理念的す ぎるという批判の中で、それでも以

後のアメリカの立法において、この 「4つの

権利」を土台とした消費者法が施行 されてき

ている(*2)。PL制 度 もこうした消費者法の

流れの中にあ り、いち早 く導入されたアメリ

カでのPL制 度では消費者保護思想が徹底さ

れ、製品の欠陥によって生 じた人的 ・物的被

害は、製造 ・流通業者の過失の有無に関わら

ず賠償責任 を負 うことが判例 となった。「濡

れた猫 を電子 レンジで乾か したためにレンジ

が爆発 して、猫が死んだ」として賠償責任が

認められたように、常識的でない使用方法に

よる被害 も賠償請求の対象に含まれてお り、

業者は警告表示などの表示方法を含めた対応

を積極的に導入することとなった。

消費者保護 という基本的な精神があって、

その上にそれを具現化する様々な法律が制定

されることによって1つ の社会秩序が作 られ

てい く。根底にあるのは人間の尊厳であ り、

人問性あるいは生存権、法的には人権が優先

され る社会である。 アメリカで制定 された

PL制 度 は、厳格責任が採用 されてお り、そ

れ を型 どお りに実施 したために極端な訴訟社

会 を作 り出 してしまった。現実に日本の企業

も多額の損害賠償 を請求されている。 しかし、

同じPL制 度が導入 され、厳格責任が採用 さ

れているEC諸 国では、アメリカのような極

端 な賠償請求は起 こっていない(*3)。 日本の

場合、示談によって処理が行われることが一

般的であ り、社会的状況 として訴訟を起 こし

て権利を行使するという意識 は希薄である。

産業界の一部にはアメリカのような訴訟社会

が日本に持ち込まれることを懸念する向きも

あるが、導入反対の根拠の1つ としているだ

けで、実質的に訴訟社会になると考えている

とは信 じ難い。

3生 身の体としての人間

企業の作 り出す商品は、人間生活の中に密

着 し、直接的に人間の生命や健康 に影響 を及
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ぼすものである。 とくに生命や健康を害され

る危険性に対 して、消費者 はほとんど無防備

な存在であ り、また、急速な科学技術の進歩

が商品に対する認識や理解 を困難なものとし、

企業側からの一方的な情報だけを頼 りとしな

ければならない存在で もある。商品の原材料

が何で、どの様 に加工 され、また、どの様な

添加物や薬品が使われているのか、一般の消

費者にはほとんどわか らない。こうした状況

の中で、消費者は企業の提供する商品を何の

疑念 もな く信頼の下に受け入れてお り、 しか

もマスメデ ィアを用いた大々的な広告宣伝の

もとで、様 々な商品があたかもすばらしいも

のであるかのような錯覚さえ受けているので

ある。企業 の利益第一主義、あるいは売上第

一主義 と消費者の健康や生命の安全性 とは、

残念なが ら両立 し得ない。マーケティングの

観点か らすれば、よく売れる商品、いわゆる

ヒット商品はよい商品である。機能や性能的

に優れているか、形やデザインが好かったの

か、あるいは直接製品に関わることではない

が、販売 ・流通ルー トがよかったのか、また

は広告が効果的でイメージアップにつながっ

たのか、このような様々な要因によってヒッ

ト商品は成立する。しか し、こうしたよく売

れる商品が消費者にとって安全で好 ましい商

品であるとは限 らない。マーケティングや経

営学における成功の概念では安全性は計 りえ

ない。従来 はほとんど問題とならなかった普

通の商品ですら、実は様々な問題点 を含んで

いたのである。

消費者が望むのは賠償請求を起こす ことで

はない。安全で安心 して使用で きる製品を欲

しているだけである。賠償請求をするのは、

普通の状態で使用 していたにも関わらず被害

が発生 した ときだけである。PL制 度の導入

も懲罰的に企業 を糾弾することが 目的ではな

く、事故後の被害者への対応 と事故予防に対

する使用者側にたった配慮が要求されるので

ある。使 う立場 にたってどのような注意が必

要なのか、取扱い説明書は使用者に配慮 した

形で書かれているか、製品情報はCM的 側面

だけではなく正 しく公表 されているか、ある

いは、使 う人の立場で製品が作 られているか、

PL制 度 を実効的な ものにするためには、こ

うした消費者の立場 に立った製品の安全対策、

苦情処理体制の強化、さらに損害賠償責任保

険への加入など予防措置をとることが大切で

ある。真の消費者ニーズ とは企業 の都合 に

よって用いるためのものではな く、まさに消

費者 自らが自らのために望んでいることであ

り、検討すべ きはこのニーズ を踏 まえて、責

任を問われないような製品 ・表示作 りをする

ことである。

皿 消費者の論理 による製造物責任

ここでは、EC型 と言われ る日本のPL制

度 について、アメリカ ・EC・ 日本の主要な

論点の相違 について考えてみたい。

1製 造物の定義

製造物責任 という場合の製造物 とは何かに

ついての主な論点は、大きく分けて3つ の枠

組みがある。動産、不動産、そ してエ ネル

ギーについてそれぞれをどこまで を製造物 と

認めるかである。動産のうち、有体物 は一般

的に製造物であることは各国 とも問題 はない

が、未加工農水産物を製造物 とすることには

EC諸 国内で も統一 されていない。EC指 令

では原則的に未加工農水産物は製造物か ら除

外されている。農水産物などの自然物 は、自

然に存在 し人的加工がなされる余地が少ない

と考えられるからである。生活審の答 申もこ

れを除外 している。 しかし、今 日では農水産

業とも産業化の比重が大 きく、漁業 といえど

も単に海でとって くるだけではなく、養殖が

一般化 し、抗生物質、抗菌剤等水産用医薬品

が多量に使用 されており、決 して安全 なもの

ではない。農業 も化学肥料や除草剤などの農

薬使用が一般的であ り、今 日純粋な意味での

自然物は少ない状況を考えると、未加工農水
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産物 もその対象に含めるべ きである。

不動産については一般 ・未加工を含めて、

ほとんどの国で対象外 としている。韓国では

両方を対象 としているのが例外的であるが、

日本で も政党や各団体が提示 している試案等

では不動産 を対象 とするところが多い。これ

は欠陥住 宅、不完全工事 など、その国の土

地 ・住宅事情 を反映 したものである。 しか し、

生活審の答申でも不動産は対象から除外 され

ている。わが国の土地 ・住宅事情 を考えるな

らば、高価な買い物である不動産 もその対象

とすべ きである。

エネルギーについては、EC諸 国が電気 を

対象としている以外は、生活審を含めて対象

とはしていない。エネルギーは供給を受 ける

ものであ り、こうしたサービスの責任 とは何

か、消費者の受ける損害 とは何か、あまり影

響がないと考えられる(*4)。

2欠 陥の定義

欠陥の考え方についてはすでに触れたが、

各国とも欠陥とは 厂期待 されるべ き安全性が

得 られない状態」、あるいは 「不相当に危険

を受ける状態」にあることを意味する点では

変わ りはない。 日本 と諸外国との欠陥に対す

る基本的な相違は、 日本には無過失責任(厳

格責任)の ないことである。製品に欠陥があ

り、それによって損害が発生 し、被害者がそ

の因果関係 を立証すればメーカーは責任 を負

わなければならない。 日本の場合は前述 した

ように過失責任が通例であ り、被害者はメー

カーの過失 を立証 しなければな らず、複雑 ・

高度に専門化 された今 日の商品の欠陥 を素人

が立証するのはほとんど不可能に近い。PL

法は、こうした過失責任から無過失責任 を認

めることによって容易に被害者を救済できる

ようにすることを目的としている。

欠陥には発生の過程から、①設計上の欠陥、

②製造上の欠陥、③警告上の欠陥があり、①

は、法令や業界が定める安全基準に基づいた

設計 ・仕様に合致 しているか否かの問題であ

り、アメリカでは二次危険や複合危険(そ れ

自体に欠陥がなくとも他の欠陥に誘発 されて

起こるもの)も 含 まれている(*5)。②は、事

前の設計 ・仕様 に合致 していない ものであ り、

規格外や異物混入 も含 まれる。③は、本体の

欠陥ではなく、取扱い説明書の不備や適正な

表示がなければ欠陥 とされるものである。ア

メ リカ の平 易 文 書 使 用法(PlainEnglish

Act)や(図1)の ように文盲者への配慮 と

して図による表示 も行われている。国内の各

試案 も、製造物に関する説明 ・指示 ・警告等

の表示の有無 もその対象 としている。

問題は何を基準として欠陥を判定するかで

あるが、一般的には以下の3つ の基準があげ

られている。①消費者期待基準は、この項の

最初にも記 したように、使用者にとって当然

(図1)表 示 例
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「期待 されるべ き安全性」が基準となる。こ

れ は消費者 を重視 した基準であるが、メー

カーの意図 しない使用方法で製品を用いて事

故を起こしたとして も、それが常識的に用い

られたのであれば、欠陥 として認められる。

ただ し、 この場合、「常識的」 な人や使用方

法は何かという 「常識の範囲」が問われるこ

とになり、具体的な判断は個々のケースに応

じてなさざるを得ない。②危険効用基準の考

え方は、製品のもつ危険性 と効用 とを比較 し

て、前者が後者を上回る場合は欠陥と判断す

るものである。危険と効用をどのように比較

考慮するかの基準はな く、その場合の危険の

範囲 と効用の範囲などをどのように考えるか、

困難な内容 を含んでお り、一般的な適用には

至っていない。③標準逸脱基準は、製品に当

然備わっている状態(標 準)か ら逸脱 してい

る場合に欠陥の対象となる。この場合 も 「標

準」と 「逸脱」の範囲と程度が問題 となり、

同一の生産工程における製造物の比較といっ

た限 られた範囲で適用されるにすぎない。

生活審の答申は、欠陥の判断基準 に危険効

用の概念 も導入 し、製品の価格対効果や技術

的実現可能性(技 術的に危険回避が困難な場

合、被害が発生 して も製品の欠陥とは認めな

いこともある。)、さらには使用者の損害発生

防止の可能性(使 用者があらかじめ危険を予

見 して防止策 を取 っていなければ、被害に

あって も欠 陥 としない。)な ど、EC型 より

も消費者にとってはかなり制約の多い内容 と

なっている。技術的実現可能性について も使

用者の危険予見にして も、消費者保護ではな

く、企業保護を主 としているとしか考えられ

ない。

3.責 任主体

責任主体 とは、無過失責任を負 うべき製造

'者の範囲である。一般的に完成品や部品の製

造者が該当す るが、EC指 令 をはじめ として、

微妙なニュアンスの違いがある。生活審の答

申では、「完成品、部品、原材料 といった製

品を業として反復 ・継続 して製造する業者」

のほか、「消費者からみて製造者 とみ なされ

るような表示をした者」、さらに 「輸入業者」

が該当する。販売、賃貸、 リース業者は、製

造業者が確認で きない場合には責任追求の余

地を残すが、設置、修理業者は主体 とはせず、

梱包、運送、倉庫業者は不適切 としている。

基本的には、直接の製造業者ではな くとも、

その製品に携わる個々の レベルにおいて、欠

陥を作 り出す可能性 を持っており、一概に主

体か ら外すことは好 ましくないと思われる。

N結 論

PL法 の制定の精神 は、あくまで消費者の

保護が目的であり、生活審の答申以降消費者

団体を中心 として強い不満が残 ったことはす

でに述べた とおりである。PL制 度 に関係す

る省庁は、国際的な流れの中で制度の導入の

め どがたったことを評価する風潮にある。 し

か し、PL制 度の導入の過程を見 ると、かっ

て 日本株式会社 と称 された産業界 と官僚 ・行

政 との一元化の構造体質は依然 として変化 し

ていないように思われる。

PL法 をめ ぐって産業界 と消費者 との両極

の問で綱引きをするのは、先述 したように、

それ以前の人間というものに対する認識が日

本では未発達だからである。人間性や人権思

想に関しては改めて別の機会に論 じてみたい

が、 ヨーロッパにおいては、歴史的な権利闘

争の中で勝 ち取ってきた自由権や生存権など

の基本的人権や宗教的な博愛 ・平等主義、あ

るいはそれらを含めた慣習法 としての伝統が

色濃 く横たわっている。 日本のように制定法

として国家によって規範的に制定され、権利

闘争の歴史 もな く、それを形式的に認識の薄

いままに受け入れて しまった国とでは、自ず

と人間の尊厳に関する理解が異なってくるの

は当然である。今 日慣習法は制定法の中に組

み入れられてはいるが、たとえば 「人権」と

いう言葉一つ とってみて も、歴史的過程の有
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無によって、そこに具現化 される意味合いは

大きく異なって くるといわざるを得ない。

形式的にしか人権が問われることのない日

本においては、だからこそ一般的な大多数の

国民が安心 して 「健康で文化的な最低限度の ・

生活を営む」ために、企業の論理ではな く、

消費者の論理 による製造物責任制度の実施が

望まれるわけである。
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